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会社法研究会資料  

 

社債管理 在 方等 関 検討 

 

第  社債管理 関 規  

     前注 社債管理者 設置 関 現行法 規  

       会社 ，社債を発行 場 ，原則 ，社債管理者を定 ，社債権

者 ，弁済 領，債権 保全そ 他 社債 管理を行うこ を委

け い さ い 会社法第 条本文 。 

       こ 対 ，各社債 金 億円 あ 場 そ 他社債権者 保護

欠け そ い 法務省 定 場 ，社債管理者を設置

こ を要 い さ 会社法第 条 書 ，会社法施行規則

第 条 い ，あ 種類 社債 総 を当該種類 各社債 金 最低

除 得 数 を 回 場 ，社債管理者を設置 こ を要

い さ い 。 

       社債管理者を設置 こ を要 い場 い ，任意 社債管理者 設

置さ ，設置さ 社債管理者 ，設置義務 基 い 設置さ 社

債管理者 同様 権限 紙 を有 ，資格制限 会社法第 条 を

け，義務及び責任 同法第 条，第 条 を 担 さ い

橋本 頁 。 

     前注 社債管理者 設置 関 現状 問 点 

       日本証券業協会 調査 ， 成 度 発行さ 社債 銘柄

う ，社債管理者 設置さ い 社債 ， 銘柄 ％ ま ，

残 銘柄 ％ ，社債管理者 設置義務 例外規定を利用 ，

社債管理者を設置 い 発行さ い ，社債管理者を設置 い

発行さ い 社債 う ，いわゆ 務 理人 ＦＡ 設置さ い Ｆ

Ａ債 銘柄，社債管理者 務 理人 設置さ い い不設置債

銘柄 い 。。 

       こ う ，実務 ，社債管理者 余 利用さ い い理 い ，

発行会社 ，社債管理者 利用 メリット 比べ社債管理手数

料 割高 あ 感 こ あ 指摘さ い 村 頁 。 

       こ 対 ，日本証券業協会 設置さ 社債市場 活性化 関 懇談会

，社債管理者 手 あ 銀行 ，利益相反 そ あ 引 管

理及び破綻時 対応等 関 リスク及びコストを考慮 ，銀行 社債管

理者 就任 経済的 理性 乏 い 指摘 さ ，こ を解決

，社債管理者 権限，義務及び責任を明確化 こ ，社債

管理者を 当 リスク及びリターンを定 化 断 こ
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う 環境整備 必要 あ 指摘 さ い 。 

     前注 検討 順序 

       社債管理者 余 利用さ い い現状を踏まえ，日本証券業協会 ，

述 ，主 社債管理者 設置義務 い場 け 社債管理 在

方 い 要望 出さ い 。そこ ， ，ま ，社債管理者 設置

義務 い場 け 社債管理 在 方 見直 い 検討 第

注 注 ，そ 中 ，必要 応 ，現行 社債管理者 関 規

見直 要否及び見直 場 け 見直 方向性 第 注

注 を検討 ，最 社債管理者 設置義務 範囲 第

い 検討を進 。 

     前注 担保付社債信 法 会社 関 規  

       仮 現行 社債管理者 関 規 を見直 場 ，担保付社債信 法

会社 関 規 い 同様 見直 を こ 。 

 

  社債管理者 設置義務 い場 け 社債管理 在 方 見直 等 

   社債管理者を設置 こ を要 い社債 会社法第 条 書，会社

法施行規則第 条 管理 在 方 い ， う 考え 。 

     注 社債管理者 設置義務 い場 け 社債管理を担う者 そ 必要

権限等を認 規 在 方 い ， 現行 社債管理者制度

制度を設け 方法， 社債管理者 設置義務 い場 い ，契約

排除 こ い さ い 社債管理者 法定権限 一部を社債管

理委 契約 定 排除 こ を認 方法等 考え ，こ

い ， う 考え 。 

     注 注 議論を踏まえ，現行 社債管理者 法定権限 関 規 見

直 要否及び見直 場 け 見直 方向性 い ， う

考え 。 

     注 社債管理者 設置義務 い場 一定 権限を認 社債管理を

担う者 うべ 義務及び責任等 い ， う 考え 。 

 

補足説明  

     現行法 組 

      社債市場 活性化 懇談会 国 発行 社債 多く 社債管

理者 設置債 い 現状 踏 え 発行会社 務 容等 ニタ ン

や ォ 債権保全 び回 社債権者 ポ 業務 担

い手 必要 あ 認識 現行法 前提 契約 社債管理人制

度 創設 提言 運用 準備 い 神作＝日証協

頁 。 

      社債管理人 担う業務 善管注意義務 範 限 限定 観

紙 い 。 う い 東
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京地 日 号 頁 控訴審 あ 東京高

日 例体系 ソ ン イ債 外国 国際機 又

府系機 等 日本法 準 法 日本市場 い 建 発行 債

券 債券管理会社 社債権者 明示的 益 意思表示 認 い 等

理 任意的訴訟担当 当事者適格 認 い 示 い

現在 告中 あ 日 頭弁論期日 指定 い

。 や 理制度 顕 問 社債管理人 本人 社債権者

把握 い い 踏 え 現行法 社債管理人 総社債権

者 理 債権届出 行う 困難 あ 指摘 い 神作＝日証協

頁 。 い 社債管理人 弁護士又 弁護士法人 外

場 社債管理人 裁 行 弁護士法第 条 び非訟

事件手続法第 条 抵触 可能性 あ 困難 あ 指摘 い

神作＝日証協 頁 。 

     日本証券業協会 要望 

     (1) 要望 容 

       日本証券業協会 社債管理人 い 指摘 い

等 踏 え 社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者

い 社債管理人 権限 充 社債 ォ 管理業務

権限 認 立法的措置 講 要望 い

。 

      社債 ォ 業務  

       総社債権者 債権届出 行う権限 紙 権限 対応  

       社債権者集会 招集 権限 紙 権限 対応。 会社法第

条 社債権者集会 招集者 当該決議 あ 日 間

裁 所 対 当該決議 認可 申立 い。  

       元本等 債務 履行 際 訴訟追行等 行う権限 

       総社債権者 債権届出 行 場 弁 金 領 び 配等

権限 

     (2) 社債管理者 権限 係 

       (1) び 権限 会社法第 条第 項 規定 権限

紙 社債権者 社債 係 債権 弁 又 社債 係 債権

実現 保全 必要 一 裁 又 裁 外 行 権限

対応 (1) 権限 法第 条第 項 規定 権限

紙 社債権者集会 招集 権限。 法第 条 社債権

者集会 招集者 当該決議 あ 日 間 裁 所 対 当

該決議 認可 申立 い。 対応 い 考え

。 

       会社法第 条第 項 び第 条第 項 社債

ォ 前 わ 認 い 権限 あ 本要望
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社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 必要 権

限 び義務 い 社債 期中業務 社債 ォ 業務

区 い 。 

     社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 一定 権限 認

規 在 方 

      社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 一定 権限 認

可能 方法 現行 社債管理者制度 制度 設

方法 考え 。 対 現行 社債管理制度 整 的 方法

社債管理者 設置義務 い場 い 契約 排除 い

い 社債管理者 法定権限 一部 社債管理委 契約 定 排除

認 方法 考え 。 第 回研究会 い 社債管理委

契約 定 社債 管理 授権 者 社債管理者 法定権限

う 一定 権限 え 可能 例え 保全行 う 一定 行

効果 社債権者 ぶ う 形 第 者 委任 う

方法 提案 第 回議事要旨 頁 。 

      社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 え

一定 権限 認 規 在 方 方法 場 社債管理

委 契約 定 排除 認 権限 含 。 い う

考え 。 

     現行 社債管理者 法定権限 規 見直  

      議論 踏 え 契約 排除 い い

社債管理者 法定権限 規 見直 要否 び見直 場

見直 方向性 い う 考え 。例え 契約 排除

い社債管理者 法定権限 紙 び 権限 限定 考

え い う 考え 。 

     社債管理者 設置義務 い場 一定 権限 認 社債管理 担う者

う 義務 び責任等 

     (1) 義務 び責任 

       社債管理者 抽象的 義務 社債権者 対 義務 会社法

第 条第 項 誠実義務 法第 条第 項 び善管注意義務

法第 条第 項 い 義務 法定権限 行使 限 約定

権限 行使 い 課 ン 頁 藤 敬 相澤

頁 義務 場 法第 条 損害賠償責任

う ン 頁 頁 澤元章 。 

       社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 一定

権限 認 当 当該社債管理 担う者 義務 誠実義務 び

善管注意義務 い 義務 場 法第 条 損

害賠償責任 う い 。 

       社債市場 活性化 懇談会 社債管理者 手 あ 銀



5 

行 善管注意義務 具体的 容 必 明確 い

責任範 極 広く考え 業務 行わ 得 い状況 あ 指摘や

誠実義務 具体的 容 必 明確 いう 利益相

行 損害賠償責任 会社法第 条第 項 範 い 必

明確 い 指摘 い 。 

       指摘 踏 え 当該社債管理 担う者 会社法第

条 損害賠償責任 う 場 条 規 見直 要否 び

方向性 い う 考え 。 

     (2) 辞任 

       社債 発行者 社債管理者 間 社債管理委 契約 委任契約 あ

民法第 条第 項 社債管理者 い 当該契約 解除

辞任 会社法第 条 社債管理者

無 社債権者 影響 大 い 社債管理者 辞任 制限 い

。 社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 一

定 権限 認 当 法第 条 規 い 。 

     ( ) 報酬 

       社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 一定 権限

認 当 社債管理者 報酬等 会社法第 条 規

い 。 

     ( ) 資格要件 

       社債管理者 設置義務 い場 社債管理 担う者 一定 権限

認 当 資格要件 い 社債管理者 様 会社法第

条 会社法施行規則第 条 い 。 社債管理

人 担い手 い 社債管理者 資格 あ 銀行 信 会社等

弁護士 び弁護士法人 適 あ い 神作＝日証協 頁 。  

 

  社債管理者 設置義務 見直  

   社債管理者 設置義務 例外 範囲 い ， う 考え 。 

 

    補足説明  

     社債管理者 設置義務 意義 

      社債管理者 設置義務 商法改 導入 あ

商法改 当 社債管理者 称 社債管理会社 あ 会社法

制定 称 社債管理者 変更 。 立案担当者

理 い 社債 い 多数 社債権者 在 個々 社債権者

権利保全 十 い う 状況 あ 照

社債権者保護 目的 改 前 社債発行限度 規制 え

実効性 理性 あ 規制 純粋 社債権者保護 役割 果 社

債管理会社 設置 原則的 強制 必要 あ 設置 社債 発行
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巨 資金調 便宜 得 発行会社 委 必要 あ

あ 。 説明 い 頁 。 

      立案担当者 説明 社債管理者 設置義務 認 意義

い 発行会社 社債元利金 支払 怠 又 支払 停 場

社債権者 適 手段 講 事実 困難 あ 請求 期限

利益喪失条項 定 い 場 期限 利益 喪失 う

断 社債権者集会 決議 委 適 い 発行会社 業務

び 産 状況 調査 必要 あ 場 個々 社債権者 行う

適当 あ 考え 危険 社債 い 社債 管理 引

い 発行 阻 指摘

社債管理者 設置義務 基礎付 新 視 株主 等原則

対応 社債権者 等原則 在 い 起因 弊害 和 い 除去

役割 具体的 社債管理者 設置 義務付 義務 課

少 く 一 社債又 共通 社債管理者 持 社債権者間

事実 等 結果 考え 。 び 株主 異 経営参 権

え い い社債権者 利益 擁護 役割 具体的 務制限条項

等 生 際 社債権者 利益 弁 株主 選任 発行会

社 締役等 交 考え 。 指摘 い 神作

頁 。 

      社債管理者 設置義務 い 社債管理者 無 市場原理

発行条件 映 投資家 踏 え 投資 断 行う あ

対 見解 あ 龍 節 頁 野村 頁 藤 社債 管理

頁 。 

     社債管理者 設置義務 例外 範  

      社債管理者 設置義務 例外 認 理 い 立案担当者 例外

場 社債 機 投資家向 社債 社債 最 券面 億

社債 引 資金力 い 機 投資家 あ う。

私募 該当 社債 発行 数 未満 社債 あ いう

社債権者 人未満 いう あ 現行 私募 実質 備え い

。 あ 社債 社債権者 自 社債 管理 能力 い

発行会社 相対 交 必要 あ 社債管理会社 設置

社債権者 少数 あ 社債権者集会 開催 容易 あ

考え 社債 社債管理会社 設置 強制

い 考え 。 説明 い 頁 。 

      う 社債管理者 設置義務 例外 範 い 見直

あ 要望 あ い う 考え 。 

 

第  社債権者集会 関 規  

  社債権者集会 決議 裁 所 認可 



7 

   社債権者集会 決議 裁 所 認可を不要 べ あ いう指摘

い ， う 考え 。 

     注 裁 所 認可を不要 場 ，会社法第 条各号 該当

け 社債権者集会 決議 効力を う 方法 争わ こ

べ 。 

     注 裁 所 認可を必要 場 あ ，社債権者全員 同意

あ ，裁 所 認可 く 社債権者集会 決議 効力 生

べ あ いう考え方 あ 得 ，こ う 考え方 い ，

う 考え 。 

 

   補足説明  

     社債権者集会 決議 裁 所 認可 効力 生 会社法第

条第 項 種類 社債 全 社債権者 対 効力

法第 条第 項 。 裁 所 社債権者集会 招集 手続又

決議 方法 法 又 法第 条 募集 当該社債発行会社 事

業 他 事項 説明 用い 資料 載 若 く 録 事項

決議 方法 立 至 決議

著 く あ 決議 社債権者 一般 利益 い

該当 場 社債権者集会 決議 認可 い 法

第 条 。社債 通常 衆 対 発行 社債権者集会 決議

支払 猶 び債権 一部 棄 社債権者 譲歩 強い 容 あ 多

い 裁 所 強い 見的機能 社債権者 保護 期待 裁

所 許可 決議 効力発生要件 い 江頭 頁 前 頁 。 

     う 現行法 規 対 投資家 あ 株主 場

異 社債権者 場 裁 所 常 決議 容 い 見的保護

加え 必要 あ 等 疑問 呈 藤 社債権者集会 頁 社

債権者集会 決議 裁 所 認可 要 あ いう指摘 第 回

議事要旨 頁 あ い う 考え 。 

      裁 所 認可 要 場 会社法第 条各号 該当

社債権者集会 決議 効力 う 方法 わ

。例え 株主総会等 決議 在 確認 訴え 法第 条第

項 無効 確認 訴え 条第 項 び 消 訴え 法第 条

倣 社債権者集会 決議 在 確認 訴え 無効 確認 訴え び 消

訴え 規定 設 考え 。 

     仮 裁 所 認可 必要 場 あ 社債権者全員 意

あ 多数決 濫用 場面 い 手続的 削減や社債

権者集会 決議 迅 執行等 見地 裁 所 認可 く 社債権者集会

決議 効力 生 考え う 考え方 い

う 考え 。 
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  社債権者集会 招集手続及び決議 省略 

   社債権者全員 同意 あ 場 ，社債権者集会 招集手続及び決議を省略

こ いう規定を設け こ い ， う 考え 。 

 

   補足説明  

     社債権者集会 株主 全員 意 あ 株主総会 招集手続 省略

会社法第 条 び株主総会 決議 省略 法第 条 相当 規

定 い。 

     株主総会 招集手続 い 規 株主保護 観 設 い

株主総会 招集手続 い 議決権 行使 株主 全員

意 い 場 省略 認 問 い 考え 省略 認

始 頁 。 株主総会 決議 い 株主総会 目的 あ 事項

議決権 行使 株主 全員 当該事項 賛 い 場

省略 認 問 く 省略 認 理的 あ 考え

省略 認 始 頁 。 

     社債権者集会 株主総会 場 様 招集手続 び決議 省

略 い 社債権者全員 意 あ 場 社債権者集会 招集手続 省略

又 決議 省略 認 問 く 省略 認 理的

あ 考え 。 社債権者全員 意 あ 場 社債権者集会

招集手続 び決議 省略 いう規定 設 考え

う 考え方 い う 考え 。 

 

  債権者異議手続 け 社債権者 異議申述権 個 行使 

   資本金等 減少，組織変更，会社分割， 併等 組織再編等 い

う。 債権者異議手続 い ，社債権者 異議を述べ 要件

社債権者集会 決議を不要 ，社債権者 異議申述権 個 行使を認 べ

あ いう指摘 い ， う 考え 。 

 

   補足説明  

     現行法 規  

      会社法 組織再 等 際 会社債権者 異議申述権 認 い

。 わ 会社 所定 事項 官報 告 知 い 債権者

個 催告 い 会社 告 官報 定款 定

日刊新聞紙又 電子 告 個 催告 要 い。。 会社

債権者 一定期間 異議 述 当該債権者 当該組織再

等 い 承認 。 対 会社債権者 一定期間

異議 述 会社 当該組織再 等 当該債権者 害

い 除 弁 担保 提供 又 当該債権者
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弁 目的 信 会社等 相当 産 信

い 法第 条等 。 

      社債権者 会社債権者 あ 社債 社債権者 い 知

い 債権者 個 催告 無 社債 社債権者

び振替社債 社債権者 無 社債権者等 いう。 い 通常会

社 知 い 告 。 会社法

社債管理者 あ 場 あ 知 い 債権者 当該社債管理者 含

い 法第 条第 項 無 社債権者等 い 社債管理

者 設置 い 場 社債管理者 個 催告 。 

      会社法 社債権者 異議 述 社債権者集会 決議

い 法第 条第 項前段 各社債権者 異議申述権

個 行使 禁 い 社債権者集会決議 社債権者 異議

述 場 裁 所 利害 係人 申立 社債権者 異議

述 期間 伸長 項 段 。。 社債管理者 社債

管理委 契約 段 定 あ 場 除 社債権者 異議 述

条第 項 。 

      う 社債権者集会 決議 異議 述 要件 い 理

社債 衆 対 起債 あ 集団性 集団的

画一的 扱い 要請 社債権者 異議 述 会社

い 弁 等 社債 償還 集団的 画一的

あ 場 個 償還 認 適 い

会社 社債権者 害 い 弁 等 い 会社法第

条第 項 書 あ う 全 社債権者

い 一 断 あ 等 挙 い 原 頁 。 

     社債権者 異議申述権 個 行使 

      実務 社債管理者 余 利用 募債 無 社債

あ 指摘 い 無 社債権者 対 個 催告

い く 社債権者集会 招集通知 送付 い 会社法第 条第

項 社債権者 異議申述 社債権者集会 決議 要求 社債

権者 異議 述 事実 困難 考え 。 

      社債管理者 設置 い 場 あ 実務 異議申述権

社債管理委 契約 排除 あ 指摘 い 。

場 社債管理者 個 催告 領 社債権者集会 開催 否

善管注意義務 断 異議 述

い 社債権者集会 決議 得 異議 述 望 社債権

者 異議申述 機会 閉 当該組織再 等 承認

。 会社 割 い 債権者異議手続 対象 割

会社 債権者 会社 割 異議 述 旨 個 催告

場 当該債権者 吸 割契約又 新設 割計画 い 債
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務 履行 請求 い い 割当事会社 対 一定

価 限度 債務 履行 請求 い 会社法第 条第

項 第 項等 個 催告 社債管理者 領 い う 規

定 保護 余地 い 指摘 い 森 頁 。 

      仮 社債権者 異議申述権 個 行使 認 発行会社

一回 社債全体 当該組織再 等 利益 う 断

発行会社 最初 異議 応 社債全体 い 断 必要

措置 く 実質的 降 異議 個 応 必要 い い

う考え方 あ 森 頁 。 

      組織再 等 債権者異議手続 い 社債権者 異議 述

要件 社債権者集会 決議 要 社債権者 異議申述権 個 行

使 認 あ いう指摘 あ い う 考え 。 

     社債管理者 異議申述権 係 

      仮 組織再 等 債権者異議手続 い 社債権者 異議 述

要件 社債権者集会 決議 要 社債権者 異議申述権 個 行使

認 場 社債管理者 異議申述権 係 問 。 い

社債管理者 び社債権者 個 異議 述

考え方 あ 得 発行会社 社債管理者 異議 社債権

者 個 異議 比較 い 断 方法 任意 選択

う 社債管理者 約定 異議申述権 い い

社債権者 個 異議 述 認 いう考え方 あ 森

頁 。 社債権者 異議申述権 個 行使 認 場 社債管理者

異議申述権 係 い う 考え 。 

 

  社債権者集会 決議 社債 元本減免 

   社債権者集会 特 決議 社債 元本減免 こ を明 こ

， う 。 

     注 社債権者集会 決議 社債 元本減免 場 ，社債

管理委 契約中 そ 旨 載を求 べ 。 

 

   補足説明  

     社債権者集会決議 社債 元本減免 い 会社法 社債 元本減免

い 明示 規定 設 可否 文言 必 明

通信事業者 社債 債務 履行 事案等

い 社債 処理 可能 あ 私的整理 事業再生 Ｄ 事業再生 可

能性 あ 社債権者集会決議 社債 元本減免 可否 明 い

法的整理 移行 選択 得 く いう問 指摘

い 。 い 法第 条第 項第 号 和解

容 社債 元本 減免 び社債権 株式 変更 可能 あ 見解
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示 江頭社債権者集会 見解 支配的 い 事業再生 。 

     う 状況 対 和解 容 く 社債権者集会 決議

社債 元本減免 明 立法的措置 講 指

摘 あ 。 社債権者集会 特 決議 社債 元本減免

明 う 。 場 社債管理委 契約 中 社

債権者集会 決議 あ 社債 元本減免 旨 規定 あ 要

う い う 考え 。 
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紙  

 

社債管理者 法定権限 

 

 社債権者 社債 係 債権 弁 又 社債 係 債権 実現 保

全 必要 一 裁 又 裁 外 行 権限 会社法第

条第 項  

 社債権者集会 決議 当該社債 全部 い 支払 猶

債務 履行 生 責任 免除又 和解 掲 行 除く。

権限 会社法第 条第 項第 号  

 社債権者集会 決議 当該社債 全部 い 訴訟行 又 破産手続

再生手続 更生手続若 く 特 清算 手続 属 行 行 除

く。 権限 会社法第 条第 項第 号  

 管理 委 社債 行 並び び 掲 行

必要 あ 裁 所 許可 得 社債発行会社 業務 び 産

状況 調査 権限 会社法第 条第 項 第 条第 項  

 社債権者集会 招集 権限 会社法第 条第 項  

 社債管理者 表者若 く 理人 社債権者集会 出席 又 書面

意見 述 権限 会社法第 条第 項  

 社債権者集会 議事録 閲覧又 謄写 請求 権限 会社法第 条第

項  

 社債権者 資本金等 減少 組織変更 会社 割 併等 異

議 述 権限 会社法第 条第 項 第 項  

 社債管理者 対 え 報酬 事務処理 要 費用 び

支出 日 利息並び 事務処理 自己 過失 く

損害 賠償 裁 所 許可 得 社債発行会社 担 権限

会社法第 条第 項 第 項  

 社債 発行 会社 社債権者 対 弁 社債権者 間 和解

他 社債権者 対 又 社債権者 間 行 著 く あ

訴え 当該行 消 請求 権限 会社法第 条第

項  

 社債管理者 解任 い 裁 い 陳述 権限 会社法第 条

第 項第 号  
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紙  

 

社債管理人 業務 

 

社債 期中業務  

 社債要項等 備置等 

  社債要項 び社債管理人業務委 契約書 備置 び社債権者 閲覧 提供 

 発行会社 通知等 領 び社債権者 通知 

  社債要項 定 通知事項 領 び社債権者 通知 

   組織再 際 社債 扱い 

   期限 利益喪失事 発生 

   期限 利益喪失 

  期限 利益喪失事 発生状況 係 証明書 領 び確認並び 社債権者

通知 

   発行会社 期限 利益喪失事 発生状況 係 証明書 定期的 領

び確認 

   当該証明書 期限 利益 喪失事 発生 い 旨 載 い 場

社債権者 通知 

 

社債 ォ 業務  

 債権 届出 

  発行会社等 法的手続開始等 通知 社債権者 通知 

  社債権者 個 委任 基 く債権 届出 

 社債権者 社債権者集会 招集 び請求 ポ 社債権者集会 招集

意向確認 発行会社 社債権者集会招集 請求手続 裁 所

社債権者集会招集 許可申請手続 社債権者集会 招集手続 社債権者 通

知 会場 手配等 社債権者集会決議 裁 所 認可申立手続 

 債権者集会 再生計画又 更生計画 対 議決権行使 社債権者集会

開催 社債管理人 債権者集会 議決権行使 決議 場

限 。  
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